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高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
（
残
業
代
ゼ
ロ
制
度
）
に
関
す
る
質
問
主
意
書

労
働
政
策
審
議
会
労
働
条
件
分
科
会
で
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
と
裁
量
労
働
制
の
見
直
し
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

制
度
（
残
業
代
ゼ
ロ
制
度
）
の
導
入
に
向
け
た
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
し
ま
す
。

一

裁
量
労
働
制
に
つ
い
て
、
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
労
働
時
間
が
長
く
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
短
く
な
っ
た
の

か
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
労
働
時
間
が
長
く
な
っ
た
の
か
、
短
く

な
っ
た
の
か
を
教
え
て
下
さ
い
。
行
っ
て
い
な
い
な
ら
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
調
査
を
し
な
い
の
で
す
か
。

二

今
回
、
裁
量
労
働
制
の
拡
大
が
労
働
政
策
審
議
会
で
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
裁
量
労
働
制
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、

労
働
時
間
が
長
く
な
っ
た
の
か
短
く
な
っ
た
の
か
を
把
握
せ
ず
に
、
拡
大
す
る
の
は
問
題
で
は
な
い
で
す
か
。

三

裁
量
労
働
制
に
お
い
て
は
、
労
働
時
間
は
把
握
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
把
握
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、

把
握
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

四

裁
量
労
働
制
に
つ
い
て
、
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
賃
金
が
ど
う
変
化
し
た
か
と
い
う
調
査
を
行
っ
た
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
。
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
賃
金
が
高
く
な
っ
た
の
か
、
安
く
な
っ
た
の
か
を
教
え
て
下
さ
い
。
行
っ
て
い
な

一



い
な
ら
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
調
査
を
し
な
い
の
で
す
か
。

五

今
回
、
裁
量
労
働
制
の
拡
大
が
労
働
政
策
審
議
会
で
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
裁
量
労
働
制
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、

賃
金
が
高
く
な
っ
た
の
か
安
く
な
っ
た
の
か
を
把
握
せ
ず
に
拡
大
す
る
の
は
問
題
で
は
な
い
で
す
か
。

六

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
に
つ
い
て
、
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
労
働
時
間
が
ど
う
変
化
し
た
か
と
い
う
調
査
を

行
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
労
働
時
間
が
長
く
な
っ
た
の
か
、
短
く
な
っ
た
の
か
を
教
え
て

下
さ
い
。
行
っ
て
い
な
い
な
ら
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
調
査
を
し
な
い
の
で
す
か
。

七

今
回
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
拡
大
が
労
働
政
策
審
議
会
で
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
導
入

し
た
こ
と
に
よ
り
、
労
働
時
間
が
長
く
な
っ
た
の
か
短
く
な
っ
た
の
か
を
把
握
せ
ず
に
拡
大
す
る
の
は
問
題
で
は
な
い
で
す

か
。

八

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
に
つ
い
て
、
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
賃
金
が
ど
う
変
化
し
た
か
と
い
う
調
査
を
行
っ
た

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
賃
金
が
高
く
な
っ
た
の
か
、
安
く
な
っ
た
の
か
を
教
え
て
下
さ
い
。

行
っ
て
い
な
い
な
ら
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
調
査
を
し
な
い
の
で
す
か
。

九

今
回
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
拡
大
が
労
働
政
策
審
議
会
で
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
導
入

二



し
た
こ
と
に
よ
り
、
賃
金
が
高
く
な
っ
た
の
か
安
く
な
っ
た
の
か
を
把
握
せ
ず
に
拡
大
す
る
の
は
問
題
で
は
な
い
で
す
か
。

十

今
回
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
で
は
、
平
均
給
与
の
三
倍
を
「
相
当
」
程
度
上
回
る
労
働
者
が
対
象
と
な
っ
て

い
る
が
、
何
故
、
三
倍
な
の
か
、
二
倍
で
は
な
く
三
倍
と
す
る
理
由
を
教
え
て
下
さ
い
。

十
一

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
つ
い
て
、
将
来
的
に
、
「
三
倍
」
が
「
二
倍
」
に
法
改
正
さ
れ
る
可
能
性
は
絶
対

あ
り
ま
せ
ん
か
、
そ
れ
と
も
、
将
来
的
に
「
二
倍
」
と
法
改
正
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。

十
二

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
つ
い
て
、
五
年
以
内
に
、
「
三
倍
以
上
」
を
「
二
倍
以
上
」
に
す
る
と
い
う
法
改

正
を
、
政
府
が
行
わ
な
い
と
確
約
で
き
ま
す
か
。

十
三

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
つ
い
て
、
将
来
的
に
、
「
三
倍
」
と
い
う
要
件
を
削
除
し
て
、
「
平
均
年
収
を
相

当
程
度
上
回
る
人
」
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。

十
四

現
在
、
平
均
年
収
は
い
く
ら
で
、
平
均
年
収
の
三
倍
は
い
く
ら
で
す
か
。

十
五

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
つ
い
て
、
平
均
年
収
の
三
倍
よ
り
、
年
収
が
十
万
円
多
い
人
を
対
象
に
し
て
も
よ

い
で
す
か
。
も
し
対
象
に
し
た
場
合
、
罰
則
が
適
用
さ
れ
ま
す
か
。

十
六

「
平
均
年
収
の
三
倍
よ
り
相
当
程
度
高
い
」
と
い
う
理
由
で
、
年
収
千
七
十
五
万
円
よ
り
も
低
い
、
年
収
が
千
五
十
万

三



円
の
労
働
者
が
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
す
か
。
年
収
千
五
十
万
円
で
は
、
法

律
違
反
に
な
り
ま
す
か
。

十
七

年
収
が
千
七
十
五
万
円
の
労
働
者
が
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
に
、
成
果
が
上
が
ら

な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
年
収
が
千
七
十
五
万
円
未
満
に
下
が
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

十
八

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
移
行
す
る
場
合
、
成
果
が
達
成
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
年
収
は
下
が
り
ま
せ
ん

か
、
そ
れ
と
も
下
げ
て
良
い
の
で
す
か
。

十
九

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
者
は
、
最
低
月
四
日
、
休
み
を
取
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
し
て

も
目
標
と
す
る
成
果
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
四
日
の
う
ち
一
日
は
自
宅
で
仕
事
を
し
て
い
た
場
合
、
違
反
と
な
り
ま

す
か
。
違
反
と
な
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
の
で
す
か
。

二
十

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
で
、
一
〇
四
日
の
年
間
休
暇
取
得
の
規
定
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
規
定
通
り

の
残
業
代
の
受
給
や
休
暇
の
取
得
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。
そ
の
場
合
、
労
働
時
間
は
、
ど
の
よ
う
に

把
握
す
る
の
で
す
か
。

二
十
一

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
お
い
て
、
労
働
時
間
は
把
握
さ
れ
ま
す
か
。
把
握
す
る
な
ら
、
ど
う
い
う
方
法

四



で
、
労
働
時
間
を
把
握
し
ま
す
か
。

右
質
問
す
る
。

五


